
 

 

船橋市立医療センター新病院出前講座実施要綱  

 

（目的）  

第１条 この要綱は、市民が主催する集会に船橋市病院局新病院建設室

（以下「新病院建設室」という。）の職員を講師として派遣し、船橋市

立医療センター建替事業（以下「事業」という。）について、市民に対

し丁寧な説明を行うことにより、事業の内容を広く周知するとともに、

事業に関して理解を深めてもらうことを目的とする。  

（名称）  

第２条 本事業の名称は、新病院出前講座（以下「講座」という。）とす

る。  

（対象）  

第３条 講座の利用を申請することができるものは、市内に在住、在勤

又は在学する１０人以上の者で構成された団体とする。  

（内容）  

第４条 講座の内容は、事業に関することのみとする。講師は市民に対

し、わかりやすい内容、表現で丁寧に説明する。要望や苦情等は受け

付けない。  

（開催日時及び開催場所）  

第５条 講座の開催日時は、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２８日

から１月４日）を除く午前９時から午後９時までの間の連続した１時

間以内とする。ただし、土曜日にあっては、午前９時から午後５時ま

での間の連続した１時間以内とする。  

２ 講座の開催場所は、市内に限るものとし、講座を申請する団体の責

任においてこれを確保するものとする。  

（利用の申請）  

第６条 講座の利用を申請する団体の代表者（以下「申請者」という。）

は、原則として実施を希望する日の１月前までに新病院出前講座利用

申請書（様式第１号）を船橋市病院事業管理者（以下「事業管理者」

という。）に提出するものとする。  



 

 

２ 同一団体の講座の利用は、１年度につき１回を限度とする。  

（決定）  

第７条 事業管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内

容を審査した上で、実施の可否を決定し、新病院出前講座実施可否決

定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。  

２ 事業管理者は、前項の実施の決定をする場合において、必要と認め

たときは、条件を付することができる。  

（変更又は取りやめの届出）  

第８条 第７条の規定により講座実施の決定を受けたものは、開催日時、

場所その他申請事項を変更するとき又は講座の実施を取りやめるとき

は、速やかに事業管理者に届け出て、その承認を受けなければならな

い。ただし、軽微な変更については、この限りでない。  

（実施の制限）  

第９条 事業管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

講座を実施しない。  

⑴ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。  

⑵ 政治、宗教又は営利を目的とした催しを行うおそれのあるとき。  

⑶ 専ら批判や苦情、個別相談等を目的とした集会であるとき。  

⑷ その他本事業の目的に反し、その実施が適当でないとき。  

２ 前項の規定は、実施決定後においても適用するものとし、当該決定

を取り消し、又は既に講座を実施しているときは、これを中止するこ

とができるものとする。  

（費用）  

第１０条 講師の派遣費用は、無料とする。ただし、会場の使用料を要

するときは、その実費を申請者が負担するものとする。  

（報告）  

第１１条 講師を務めた職員は、講座終了後速やかに新病院出前講座実

施報告書（様式第３号）により事業管理者に報告しなければならない。  

（庶務）  

第１２条 講座の庶務は、新病院建設室において処理する。  



 

 

（補則）  

第１３条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて、申請

者と新病院建設室とで協議する。  

附 則  

この要綱は、令和５年５月１９日から施行する。  

   



 

 

様式第１号                                 年   月    日 

  

船橋市病院事業管理者 

丸山 尚嗣 あて 

 

 

 

 

 

 

新病院出前講座利用申請書 

 

下記のとおり新病院出前講座を実施したいので、船橋市立医療センター新病院

出前講座実施要綱第６条の規定により申し込みます。 

 

記 

 

※この申請書に記載された内容は、実施の可否の決定及び実施が決定された場合の実施に関する打合せの際

などに新病院建設室で使用させていただきます。 

団体名                      

 (〒    ―      ) 

代表者 

住 所                

氏 名                

電話番号 
(自宅)               

(携帯)             

講 座 名 新病院出前講座   

日 
 

時 

第１希望    年   月   日（ ）  時  分～  時  分  

第２希望    年   月   日（ ）  時  分～  時  分  

第３希望    年   月   日（ ）  時  分～  時  分  

場  所 

名 称  

住 所  

参加人数 
 

 

集会の名称  

及び開催目的  

名 称  

目 的  

備  考 
 



 

 

様式第２号 

第     号 

 年  月  日  

 

            様 

 

船橋市病院事業管理者 

丸山 尚嗣 

 

新病院出前講座実施可否決定通知書 

 

年  月  日付けで申込みのあった新病院出前講座については、下記

のとおり決定したので、船橋市立医療センター新病院出前講座実施要綱第７条

第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 実施する。 

 

講 座 名 新病院出前講座 

開催日時    年  月  日（ ） 時  分 ～  時  分 

場 所  

講 師 

所 属  

職・氏名  

実施条件 

 

 

 

２ 実施しない。 

    （理由） 



 

 

様式第３号 

                            年  月  日 

 

船橋市病院事業管理者 

 丸山 尚嗣   あて 

 

                    

    

                                           

新病院出前講座実施報告書 

 

 下記のとおり新病院出前講座を実施したので、船橋市立医療センター新病院

出前講座実施要綱第１１条の規定により、その結果を報告します。 

 

講 座 名  新病院出前講座 

開 催 日 時  年  月  日（ ）  時  分 ～  時  分 

派 遣 職 員  

場 所  

受 講 団 体  

参 加 人 数  

実 施 状 況 
 

 

 

所 属  

所属長             


